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この制度は、故意の犯罪行為によって、ご家族の方を亡くされたご遺族、重傷病を負った被害

者や後遺障害が残った被害者の方に対して、加害者から十分な損害賠償を受けることができな

かった場合等において、国が給付金を支給するものです。 

申請の手続 

受付は、警察本部広報県民課又は警察署（警務係）で行っています。 

ご不明な点は、警察本部広報県民課にお問合せください。 

☎ ０５８－２７１－２４２４ （内線） ２１６4 

遺 族 

重傷病給付金 

重傷病（加療１か月以上か
つ３日以上の入院）を負っ
た場合、３年を限度として
保険診療による医療費の
被害者負担額と休業損害
を考慮した額の合算額を支
給 

障害給付金 

障害の残った被害者本
人に支給 
（障害等級 

第１～１４級） 

犯罪被害者等給付金 

遺族給付金 

亡くなられた被害者の方の第
一順位のご遺族（①配偶者、
②子、③父母、④孫、⑤祖父
母、⑥兄弟姉妹）に支給 

※ 配偶者以外は、被害者の
収入によって生計を維持して
いたかいなかったかによって

順位が変わります。 

被害者本人 

■■  申請期限 
申請は、犯罪被害の発生を知った日から２年を経過したとき、又は犯罪被害が発生した日か

ら７年を経過したときにはできません。 

≪申請期限の特例≫ 

やむを得ない理由により、この期間内に申請することができなかったときは、この理由がやんだ

日から６か月以内に申請することができます。 

■■  支給額 
被害者の年齢や勤労による収入の額等に基づいて算定されます。また、親族間の犯罪や被

害者にも原因がある場合、加害者側からの損害賠償を受けた場合、労災保険等の公的な補償

が行われる場合は、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。 

■■ 給付金の種類 


